
 

入 札 公 告 
 
次のとおり一般競争入札に付します。 
令和６年１１月２２日 
 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 

  契約担当役  
  金属資源開発本部長 久保田 博志 

 
 

１． 競争入札に付する事項 
 入札件名 
鉱物資源安定供給確保事業（希少金属資源開発推進基盤整備事業）ペルー共和国コースタ

ルカスマ地域ロスペルディードス地区に係る資源探査の調査実施者としての地位の譲渡に

ついて 

 
 調査を実施した場所 
ペルー共和国アンカシュ県 

 
 入札対象 
（２）における機構の契約者としての地位 

 
 調査場所の特質 
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（以下「機構」という。）は、同地域におい

て火山性塊状硫化物鉱床（対象鉱種：亜鉛、鉛、銅、インジウム等レアメタル）を対象とし

た調査を実施している。詳細な調査内容は、３．の守秘義務契約締結後に開示する。 

 
 入札方法 
一般競争入札 

入札金額は購入価格を記載すること。なお、落札者の決定に当たっては入札書に記載

された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税対象者であるか免税事業者であるかにかか

わらず、見積った価格の１１０分の１００に相当する金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を入札書に記載すること。 

 



２． 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 
下記全ての条件を満たすものとする。 
 次の各号に該当しないこと。 

① 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約事務取扱要領（２００４年（財経）要

領第１号）第５条の規定に該当する者 
② 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約事務取扱要領第６条の規定に該当する

と認められる者でその事実があった後２年を経過しない者 
③ 経営状態が著しく不健全であると認められる者 
④ 業務等に関し法律上必要な資格を有していない者 

 
 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を

受けていないこと。 

 
 本邦法人又はその海外子会社（本邦法人出資比率５０パーセントを超えるもの）である

こと。 

 
 本邦法人にあっては、令和０７・０８・０９年度の競争参加資格（全省庁統一資格）に

おいて物品の製造・販売等に係る一般競争参加者のうち、「物品の買受け（その他）」で

「A」又は「B」の等級に格付けされている者、又は当該競争参加資格を有していない者

で、入札書の提出の日時までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録さ

れた者であること。海外子会社の場合は、親会社が本資格を有している又は有すること

が可能なこと。 

 
 次のいずれかの要件を満たすこと。ただし、２者以上が共同して入札（共同入札）する

場合は、少なくとも１者が要件を満たすこと。また、海外子会社の場合は、自身又は親

会社が条件を満たしていること。 
① 非鉄金属に係る製錬所を国内に有していること（共同製錬会社及び子会社た

る製錬会社を除く。）。 

② 非鉄金属に係る国内製錬会社を子会社又は関連会社としていること。 

③ 非鉄金属に係る鉱石を自ら購入し国内製錬所に供給した実績があること。 

④ 非鉄金属に係る海外鉱山に資本参加しており（子会社又は関連会社を通じた

資本参加を含む。）（①、②又は③に該当しない場合に限る。）、本事業の目的

が我が国への金属資源安定供給確保という点にあることに配慮し、当該金属

資源を優先的に我が国に持ち込む意思があること。 

 
 自身又は親会社が日本の証券取引所に上場しており、自己資本額が１０億円以上である



こと。ただし、２者以上が共同して入札（共同入札）する場合は、少なくとも１者が要

件を満たすこと。 

 
 過去１０年以内に海外で非鉄金属鉱床探鉱の経験がある技術者を雇用又は契約により

確保できること。ただし、共同入札する場合は、少なくとも１者が要件を満たすこと。 

 
 制裁（外交制裁、経済制裁又は軍事制裁）対象にある事業者ではないこと。 

 
 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格を満たすことを証明するため、添付の

「鉱物資源安定供給確保事業（希少金属資源開発推進基盤整備事業）ペルー共和国コー

スタルカスマ地域ロスペルディードス地区に係る資源探査の調査実施者としての地位

の譲渡に係る一般競争入札参加申請書」（以下「申請書」という。）を作成し、以下の資

料を添付の上、期限内に提出した者であること。 
① 申請日（ただし、決算に関する事項については申請日の直前に決算の確定した日）直前

における次の各号に掲げる書類。 
イ 登記事項証明書（複写で可） 
ロ 財務諸表類（直前１年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び利益処分

（損失処理）計算書）（有価証券報告書で可） 
ハ 納税証明書（法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について税務官署が発

行する証明書）（複写で可） 
② 令和０７・０８・０９年度の競争参加資格（全省庁統一資格）に係る資格審査結果通知

書の写し。 
③ ２．（５）①の場合、製錬所を国内に有していることが確認できる書類（パンフレット等

で可）。 
④ ２．（５）②の場合、国内製錬会社を子会社又は関連会社としていることが確認できる書

類（パンフレット等で可）。 
⑤ ２．（５）③の場合、鉱石の購入に関する契約書の写し及び鉱石の供給に関する契約書の

写し等鉱石を自ら購入し国内製錬所に供給した実績を証明することができる書類。 
⑥ ２．（５）④の場合は、出資している契約書の写し等海外鉱山に資本参加していることを

証明することができる書類。 
⑦ 共同入札の場合は、共同入札代表者の届出書の提出。 
⑧ 機構が指示するその他の書類。 

提出期限：令和７年５月１５日の１７時００分 
提出方法：４．（１）に示す場所へ郵送（書留郵便または特定記録郵便）又は持参により

提出する。 
確認結果：入札参加要件を満たしていないものにだけ、令和７年５月２０日の１７時０



０分までに一般競争入札参加者不確認通知書をメールにて送信する。  

 
 ４．（２）に示す入札説明書の交付を受けたものであること。 

 

３． 情報の開示 
機構は、一般競争に参加しようとする者に対して、守秘義務契約を締結し、調査内容等に

係る情報を開示する。 

 

４． 契約条項を示す場所等 
 契約条項を示す場所及び問い合わせ先 
〒105-0001 
東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号 虎ノ門ツインビルディング 西棟 15 階 

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 
資源探査部 探査第 1 課  上久保、上田、冨岡 
（資源探査部代表） Tel: 03-6758-8028 Fax: 03-6758-8058 

   Email: nyuusatsu-h24065@jogmec.go.jp 
 

 入札説明会並びに入札説明書 
下記（３）の説明会にて入札説明書を交付する。入札説明会参加希望者は、令和６年１

２月９日の１７時００分までに上記４．（１）の問い合わせ先に記載した担当にメールに

て事前登録を行うこと（送信前に必ず電話にて連絡すること）。入札説明書の交付の際に

は、添付資料「資料の譲渡等禁止に係る誓約書」の内容を理解の上、同誓約書の提出が必

要となる。 
なお、入札説明会に不参加の者が入札説明書の交付を希望する場合は、令和７年５月７

日の１２時００分までに交付希望の旨を上記（１）に示す問い合わせ先に連絡し、入札説

明書の交付を受ける。 

 
 入札説明会の日時及び場所 
令和６年１２月１０日１４時００分 
〒105-0001 
東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号 虎ノ門ツインビルディング 

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 １６G 会議室 

 
 現地見学会の催行 

３．の守秘義務契約を締結した上で調査地域の現地訪問を希望する者に対しては、必要



に応じ、現地見学会を催行する。 

 
 入札書の提出及び開札の日時並びに場所 
令和７年５月２１日１４時００分 
〒105-0001 
東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号 虎ノ門ツインビルディング 
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 １６G 会議室 

ただし、事業の相手方である Nexa 社と準備中の、ロスペルディードス地区をコースタル

カスマ地域から切り離すための、Los Perdidos Project 共同探鉱契約（仮）の締結が入札書

の提出及び開札の日時の暦日 3 週間前までに締結できない場合には、入札書の提出及び開

札の日時を延期することとする。 

 

５． 入札保証金及び契約保証金に関する事項  
全額免除 

 

６． その他必要な事項 
 入札の無効 
競争に参加する資格を有しない者がした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とす

る。 

 
 契約書作成の要否 
要（８．の特記事項） 

 
 落札者の決定方法 
予定価格以上の価格で最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 
 手続きにおける交渉の有無 
無し。 

 

７． 入札結果の公表 
当該入札の件名、入札年月日、落札者の住所・氏名等が公表されることを予め同意のうえ、

入札に参加すること。 

 

８． 特記事項 



落札者は、以下の条件を含む、４．（３）の入札説明会で指示する譲渡契約書を締結し、落

札金額を機構に納付することにより、契約者としての地位を譲渡される。 
① 落札者は、譲渡契約によって譲渡された契約者としての地位又は譲渡された契約者とし

ての地位に係る共同調査実施契約における権利若しくは義務（以下「契約者としての地

位又は権利若しくは義務」という。）を契約者としての地位が移転した日から１年間（以

下「探鉱義務期間」という。）第三者に譲渡し、又は放棄してはならない。ただし、落札

者は、事前に機構の書面による許可を受けた場合に限り、落札者の子会社へ譲渡するこ

とができる。落札者及び落札者から譲渡を受けた子会社は、本契約に定める落札者の義

務を連帯して履行するものとする。 
② 落札者は、譲渡された契約者としての地位に係る共同調査実施契約に基づき、前項に定

める期間、調査を実施しなければならない。 
③ 落札者は、探鉱義務期間が満了した日の翌日から４年の間に、契約者としての地位又は

権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は放棄しようとするときは、事前に機構の書面

による許可を受けなければならない。譲渡又は放棄しようとするときの方法は別途譲渡

契約書に定めることとする。 
④ 落札者は、契約者としての地位又は権利若しくは義務を、前項の期間満了後に第三者に

譲渡し、又は放棄しようとするときは、事前に機構に書面により報告しなければならな

い。 
⑤ 落札者は、本事業の目的が我が国への金属資源の安定供給確保という点にあることを理

解し、当該金属資源の安定供給に危機が生じた場合に我が国に持ち込むよう最大限努力

しなければならず、また供給が危機的状況にはない場合であっても優先的に我が国に持

ち込むべく努める。 

 
○契約の公表に係る留意事項 
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成

２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場

合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するな

どの取組を進めるとされているところです。 
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表する

こととしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募

又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていた

だきますので、御了知願います。 
 公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 
① 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職



以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職している

こと 
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること 
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 

 公表する情報 
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約

先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及び当機構

における最終職名 
② 当機構との間の取引高 
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに

該当する旨 
３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 

 当機構に提供していただく情報 
① 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構に

おける最終職名等） 
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 

 公表日 
契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内 

 
以上 
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